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処分庁 総務大臣 菅義偉 殿

異 議 申 立 書

2 0 0 7年5月 1日

申立人代理人

弁護士 海 渡 雄

弁護士 只 野 蜻

弁護士 村 上 也

申立人らは、 下記のとおり異議申立てをする。

記

第 1 . 申立人の住所、 氏名

別紙申立人目録記載のとおり

〒 1 6 0 一 0 0 2 2 東京都新宿区新宿1丁目 1 5番9号

さわだビル 5階 東京共同法律事遜頻新 (送達場所)
上記申立人代理人弁護士 海 渡 雄

同 只 野 靖

同 村 上 也

TEL 03‐3341‐3133 FP、X 03‐3355‐0445

第2 . 異議申立てに係る処分

貴庁による下記広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分

記

①平成1 9年3月 9日付総務省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名またる婆き称 株式会社バッファ ロー

･ 型式名 P L - H D P - L 1

･ 指定番号 第C T ･ 0 7 0 0 1号



②平成1 9年3月 9 日付総沸努省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名また“婆き称 パイオニア株式会社,

･ 型式名 X W - P S S O 1

･ 指定番号 第A T 一 0 7 0 0 1号

③平成1 9年3月 9 日付総遜嘴省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名また“婆き称 パイオニア株式会社,

･ 型式名 X W - P s s o l - L

･ 指定番号 第A T 一 0 7 0 0 2号

④平成1 9年 3月 9日付総務省告示第 1 3 1号

･ 製造業者の氏名また“婆き称 パイオニア株式会社,

･ 型式搖 X W - P S S 0 2 - S

･ 指定番号 第A T ~ 0 7 0 0 3 号

⑤平成1 9年3月 9 日付総務省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名またp協称 シヤ -プ株式会社

･ 型式名 H N - Z O O 1

･ 指定番号 第E T ~ 0 7 0 0 1号

⑥平成1 9年 3月 9日付総務省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名またる婆き称 大井電気務等式会社

･ 型式名 O S T - 2 0 1 8

･ 指定番号 第A T ~ 0 7 0 0 4号

⑦平成1 9年3月 9 日付総務省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名またみ婆き称 三菱電機為乾式会社

･ 型式名 M G - 1 0 O V P

･ 指定番号 第A T 一 0 7 0 0 5号

⑧平成1 9年3月 9 団寸総撻努省告示第1 3 1号

･ 製造業者の氏名また-姿為称 株式会社プレミネッ ト

･ 型式名 P L A M 2 5 0 0 J R e v . 2

･ 指定番号 第E T 一 0 7 0 0 2号

⑨平成1 9年3月 1 9 日付総速努省告示第1 4 6号

･ 製造業者の氏名またる婆き称 ロ ジデ ック株式会社

･ 型式名 L P L 一T X

･ 指定番号 第A T 一 0 7 0 0 6号

⑱平成1 9年3月 1 9 日付℃総務省告示第1 4 6号



･ 製造業者の氏名また“整う称 株式会社ゼルライン ･ ジャ パン

･ 型式名 X E V T 2 3

指定番号 第A T - 0 7 0 0 7号

⑪平成1 9年3月 1 9 日付総趨勢省告示第1 4 6号

･ 製造業者の氏名または名称 光ネッ トワークス株式会社

･ 型式名 C N C - 1 0 0 0

･ 指定番号 第A T - 0 7 0 0 8号

⑫平成 1 9年3月 1 9 日付総遜努省告示第1 4 6号

･ 製造業者の氏名また“瀦称 三菱マテリアル株式会社

･ 型式指 M L D 0 6 1 S U - C O M
･ 指定番号 第A T - 0 7 0 0 9 号

⑱平成1 9年3月 1 9 日付総灌努省告示第1 4 6 号

･ 製造業者の氏名また“婆5称 三菱マテリアル株式会社

･ 型式名 M L D 0 6 1 S U - C O S

･ 指定番号 第A T - 0 7 0 1 0 号

第3 . 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

①~⑧について、 平成1 9年3月 9 日

⑨~⑱について、 平成1 9年3月 1 9 日

第4 . 異議申立ての趣旨

第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める

第5 . 異議申立ての理由

1 はじめに

本年9月中旬から、 主にアマチュ ア無線に使用されている周波数1 . 8 M H z 前後

の電波帯に、 正体不･明の電波が断続的にま鰡言し、 通信に支障を来していることが報道

されている (甲 4 ) 。 報道によれば、 ｢一部の船舶無線にも影響が出ているという。

こうした電波の発信は国際条誘約違反だ。 総潴努省によると、 発富楓ま中国大陸方向にあ

り、 場所を特定し次第、 当該国に排除要請する｣ とのことである。

上記は明らかな電波妨害の事案であるが、電波妨害を排除すべき義を務と責任を負う

総遜努省自身が、 アマチュア無線の電波を妨害することを認めてしまった例がある。 そ

れが、 平成 1 8年 1 0月 4 日に後記総務省令によって解禁された、 電力線を用いた電
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気信号避酎翅術 (電力線搬送通信設備、 Po w er Lm e Co臘u n lc a tio n s : P L C ) であ

る (甲 1、 甲2、 甲 3 ) 。

本件異議申立ては、 P L C が解禁されたこと“こよって、 アマチュ ア無線の電波が

妨害され、 通信が不可能あるいは著しく困難になるおそれがあることから、 P L C の

型式指定の取り消しを求めるものである。

2 本件異議申立ての概略

(1) アマチュア無線の意義

ア アマチュア無線は技術立国日本の 『技術の揺りかご｣ である。

世界にはそれぞれの国で正規に国家資格を取得し免許を受け開局しているアマ

チュア無線局が 2 8 0 万局以上ある。 我が国のアマチュ ア無線局は、 最盛期の 1

9 9 4年に約 1 3 6万局あり世界第1位である。 これは世界第2位のアメリカの

約6 6万局を大きく引き離している。

我が国では、 アマチュ ア無線は、 国民に幅広く親しまれてきたこ 劇こよって、

科学技術を志向する子ども達に精神的、 教育的な達成感をもたらす重要な素材、

教材となり、 その後の科学技術全般に対する興味や関心を育てる原動力となって

きた。 いわゆる鉱石ラジオの製作から始まるラジオ少年達が、 自分で作ったラジ

オによって短波放送を聞く喜びや蒲羞成感は何物にも代え難いものがある。 それが、

やがてアマチュア無蝦製の国家資格を取得し、 無線局の免許を取り、 さらに高度な

無線機經電子通信関連機器の製作や操作の能力を向上させてきたと言える。

やがてこれらの青少年が社会に出る時、 無線技術の分野はもちろんのこと、 無

練習ま直接関係がない技術分野でも、 科学者、 技術者、 糒饒テとなって、 昭和3

0年~ 5 0年代の高度経済成長を下支えしてきたのである。 さらにアマチュア無

線は、 子供から大人に至るあらゆる世代に自分で物を作る喜びと与えるとともに、

自分で作ったものを使い世界各地の人々と交信し、 コミュニケーシ ョ ンを取ると

いう、 もうひとつの大きな夢を与えてきた。 このようなアマチュア無鮴の精神は、

今なお脈々 と受け継がれている。

とりわけ短波帯を使ったアマチュア無職の交信は、 数1 0 0 0如離れた遠隔地

からの微弱な電波をいかに明瞭かつ確実に受信するか、 さらに世界各地の見知ら

ぬ人々とどれだけコミュニケーシ ョ ンできるか、 それにより他の趣味では到底味

わえない希有で崇高な喜びを与えてくれる。 しかも、 アマチュ ア無線家それぞれ

が各人各様にさまざまな技術的な創意工夫、 すなわち研究開発を凝らすことるこ楽

しみがあり、 それは同時に喜びとなっている。

こ の技術的な喜びこそ、 今日の携帯電話をはじめとする電子通イ言技術、 情報技
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術の進歩、 発展に繋がっていると言える。 その意味で、 アマチュア無線は、 科学

技術大国たる我が国における科沓掌腐嫌諸養成過程のバックボ- ンであり ｢技術の

ゆりかご｣ ともいうべきものである。

エネルギー資源に乏しい我が国は、 2 0世紀同様、 2 1世紀においても科学技

術の発展なく しては成り立たない。 アマチュア無線は、 その科学技術立国の礎を

なしてきたと言っても過言ではなく、 その重要性は、 現在もいささかも失われて

し、なしも

イ アマチュア無線は、 暮率群技術の発展に貢献してきた。

1 9 0 1年 (明治3 4年) 、 マルコーニが火花放電による大西洋横膨邪鸚線電信

の実験に成功して以来、 無聽通信は波長の長い (2 0 0 m 以上) 波長帯でないと

通信が不可能とされていた。

1 9 1 2年 (大正元年)、 米国において無線法 (Rad1O Ac t)が制定、 施行され、

アマチュア無線の実験は波長2 0 0 m (1 5 0 0 k H z )以下と規定されていた。

当時は、 短波の無線通信 (波長で言うと 1 5 0 m ~ 1 o m 、 周波数で 2 M H z

~ 3 0 M H z ) は実用にならないとされ、 未知の分野であった。 しかし、 世界各

地のアマチュア無線家が短波の無線通信に挑み、 F層など電離蛎の反射を利用 し

地球の裏側まで通信できることを証明した。 この結果、 長波による無線通信時代

では考えも及ばない小電力出力による通信が可能となった。

この短波帯における無線通イ言技術開発の業績を踏まえ、 1 9 0 8年 (明治4 1

年) に創設された国際電気通信連合 (ITU:The In te m a t1o n a 1 Te le c o m m m 1c a t1o n

Un io n) において、 アマチュア無線は短波帯における無線通信の先駆者として位置

づけられ今日に至っている。

それ以前には使われていなかった短波帯において、 アマチュ ア無線家は、 波長

の短い電波 (短波) の実用化に向け、 いかに能率のよいアンテナをつくるか、 い

かに微弱な電波をとらえ交信するための無線機器 (受信機、 送信機など) を開発

できるかに、 血の滲むような努力を重ねてきた。 それは、 科学褥術的知識ととも

に、 根気と辛抱強さを要する営為であった島 その結果、 それまでの予想に反して、

遠距離通信が可能であることから地球国圏轆9の存在が発見され、 電離層の反射を

利用した遠距離樋信の世界が開拓されたのである。

アマチュア鱒線家が主として遠距離通信に用いる短波帯での無線通信は、太陽

黒点活動に大いに影響される。 太陽の黒点の数は、 1 1年周期で変化するだけで

なく、 季節、 日照時間などによ、っても利用可能な周波数が変化する。 その変化に

ついて実験を通じて実際に確かめ、 大陸間での信頼できる国際通｢話翅術を確立す
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ることるこより、 各種の遠湿離鰯附言、 放送等の実用化々 瀦結びつけたのである。 その

恩恵は、 短波帯のみならず、 超短波帯などを活用する今日のラジオ、 テ レビ、 F

M放送、 さらにはマイク ロ ウヱーブ以上を活用する携帯電話等の社会的インフラ

(農園 の構築に繋がっている。

さらに国際地球観測年以来の南極圏観測や米国の N A S A などによる国際繋宇宙ス

プーン ヨ ン建設等、 特殊な環境下で観測 ･ 研究などの業務を行っている科学者や

それらをサポートする業務に就く者は、 アマチュア無線を運用する ことにより過

酷な環境下での精神衛生や憩いを得ている。

例刻ま、 昭和基地における我が国の南極観測において、 越冬隊員らにアマチュ

ア無線資格を有するものがおり、 短波帯の無線通信をもちいて日本のアマチュア

無線家と交信している。 甲5 は、 申立人 J A 4 A F T 中島修が、 第9次南極極点

旅行隊と交引言した際の報道である。 このよう&こして、 科学蜘術面のみならずオゾ

ン層破壊問題など地球環境保全に関わる知見の交流という意味でも、 アマチュア

無線は大いに貢献している。

ウ 国際交流と言論の自由

アマチュア無げ鞠ま、 電波を媒体として日本国内だけでなく、 世界中の人たちとの

リアルタイム (即時) の交流、 コ ミ ュ ニケーシ ョ ンを可能にしてくれる。 このよ

うな国際交流は、 各国において一定の資格要件さえ満たせば、 全ての国と地域で

平等なものであり、 国境、 政治、 宗教、 民族、 者若、 男女など、 何の区別、 差弱り

も無く参加できるものであり、 他に例を見ない希有なものである。

現在、 世界中の 3 0 0 以上の国と地域にアマチュア無鞠湶の呼出符合が割り振ら

れている (甲 3 6、 世界の国、 土艇競りのアマチュア無線の呼出符合地図参照) 。

アマチュア無線家は世界に自局にただひ とつしカヰ字在しない、 国家によって免

許されたコ- ルサインを介し世界中に多くの友を作っている。 アマチュア無線は、

東西冷戦下のソ連東欧 (当時) はじめ、
パ レスチナ、東チモール、 フォークラン

ド諸島、 コ ンゴー、 アフガニ スタン、 中東諸国とりわけイラクなど、 戦時下ある

い“瓣笏}争が起きている国や地域においても許可され、 免許が与えられている。

たとえば 1 9 8 2年勃発の英国と･ァノ泥ト
ンチン間の領土紛輝+であるフオークラ

ンド戦争でも、 文へ 国交が途切れている米国とキューバの間でもアマアチュア無

線家同志は交信を行い、 和平と緊張緩和に向けての大きな雰囲気作りに貢献して

いる。

それにより、 世界各国のアマチュ ア無難腺家は、 オリンピック同様、 いかなる嗽治 ･

思想 ･ 信条はもとより国家、 地域の社会 ･ 政治体制を超越し、 友情の輪を結ぶこ



とができる。 これらは、 いわば民間外交そのものであると言える。

ちなみに、 国連加盟国の国家、 地域の中で、 アマチュア無線行為が禁止されてい

るのは、 唯一、 朝鮮民主主義人民共和国 (D P R K ) のみである。

さ封こひとたびアマチュア無蜘蒙を通じ相互に知りあうこと“こより、無難熱こよる交

信、 コミュニケーシ ョ ンだけでなく、 仕事、 学術、 青年海外協力隊等の国際協力

が現実に図られ、 交信していた仲間同士が、 実際に現地を訪問した際に、 相互に

友好を深め、 確認するのが常となっている。 そこ には、 スポーツ同様、 国、 地域、

宗教、 民族などを超えた人間相互のf言頤関係が築かれているのである。 ときには

国の大臣、 国王等の国家元首との無線交信も夢の話ではない。 このようにアマチ

ュ ア無線は、 いわば 『民間外交｣ の重要な手段となっている現実と実態がある。

他方、 通常の電磁考などの電気通信同様、 無線通信の自由は、 民主主義国家におけ

る言論の自由の重要な一部として確保されなければならない。 1 9 7 6年の中国

北京における天安門事件は、 言論統制下の中国にあって現地のアマチュア無線家

による通報で諸外国に知らされた。 1 9 8 6年4月 2 6 日チェリノブィリ原発爆

発の第一報は、 ウクライナ、 ベラルニシュなど現地のアマチュ ア無線家の通報に

よって、 情報公開の端緒が開かれている。

とくに旧共産圏諸国では、 天安門事件、 チェリノブィリ原発爆発事故をみるまで

もなく自国で発生した重大な事件や事故が国外に情報ま臓曳する事を極端に嫌うも

のである。 しかし、 上述のようるこアマチュア家が無線で海外に通報したことによ

り、 問題が発覚し、 問題の解決に結びついている。 このような事実は、 世界中の

アマチュア無職で家囮讃銘と勇気を与えた。

2 0 0 2年9月、 中国では全国共産党大会の開催と時を同じく して、 インターネ

ッ トの検索サイ トの一部が政府によって一時的に閉鎖され、 情報が遮断された。

中国では ｢国策｣ に合致しない情報を提供しているインタ ･一ネッ トのサイ トを検

閲し、 ブロ ックするなど情報操作を行,っていることが報道されている。 自由な情

報伝達が保証されているよ 親こ思われるインターネッ トだが、 その実、 国家権力

がその気になればインターネッ ト通信における-糠報遮断は容易に行える。 すなわ

ちインターネッ トによる通信が開かれた通信=自由という図式は、 民主主義国家

においてのみ適用するものであり、 極めて脆弱なものである。

これに対し、 主に短波帯を使った無線通信は、 無線機とアンテナさえあれば全世

界と即時的通信が可能であり、 国家権力が通信を止めることはできない。 このよ

うな無線通信の自由を確保することは、 民主主義国家の国民として、 欠くことの

出来ない基本的なオ瀞‐Uであるといえよう。
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P L C による影響で目本のアマチュ ア無線家が諸外国のアマチュ ア無線家と交信

し難くなるということば、 民間外交だけでなく、 民主主義の根幹をなす通信の自

由、 言論の自由に係わる重大事なのである。

工 災害時 ･ 非常時におけるアマチュア無線の真価

アマチュア無線は、 地震、 台風、 洪水など災害 ･ 非常時にきわめて有効な通信手

段となる。

地震 ･ 台風などの大規模災害や戦争 ･ 暴動などの騒乱時には一般雌電話も携帯電話

も使用できない可能性が高い。 たとえば地震◆時に特定地域への電話トラフィ ック

が集中すれば回線は飽和し通話できなくなったり、 膨狄ミな待ち時間がかかったり

する。 またアンテナや中継機犢器などの設備に物理的な被害が及んだ場合には、 そ

もそも通話すること“まできなくなる。

これに対して、 アマチュア無線は、 無線機同士で直接交信できるという最大の強

みを有している。 小電力の遼謎設備と簡便な受イ謂設備だけで国際的な遠蠣胸副言

が行えるからである。 このように短波の無線通信がもつ価値は普遍的であり、 他

の通信手段を用意あるいは利用できない場面でのかけがえのない通信手段となる。

社会的インフラである短波を利用できるアマチュア無蝋ミの価値は大きく、 その価

値の大きさを示した事例には枚挙に事欠かない。

以下は申立人等が遭遇した具体的事例を示す。

< 事例1 >

昭和3 9年 (1 9 6 4年) 6月 1 6 日新潟地震発生。 地震発生と同時に佐渡島

と本土との通信回線が途絶した窃 最初のうちは島内の電話回線も使えなかった。

申立人 J A 1 A E A 鈴木肇は、現地のハム仲間 JA O A F B 中沢幹の安否嶺確認す

べく は 5 M H z の S S B 送受信器で必死に呼び掛けた。 やがてこ の呼びかけに

中沢幹が応答してきて、 佐渡島と本土との唯一の通信回線がアマチュア無線によ

り開設された。

この事実を知ったテ レビ、 新聞の報道各社が鈴木肇の無線局に集まり、 東京から

問い合わせる様々な被災直後の病院、 市役所、 各種繊設等の状況にっいて、 中沢

幹は自分で歩き回って調査を行い原稿を読み上げ、 それを報道各社が取材した。

朝日新聞社が最初に社有機で飛来しえたのは、中沢幹が伝えた飛行場に関する情

報、 すなわち ｢飛行場はヒ ビが入って水が湧き出しているが滑走路面の使用は耐

えられる｣ という情報によってであった (甲6 ) 。

く事例 2 >

昭和 4 2年 (1 9 6 7年) 8月 3 1日の羽越大水害において、 小国町と外部の電
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話線は全て破壊され通信途絶となった。

しかし、 申立人 JA 7 B S D 佐藤三喜男等は、 山形県防災課の要請により 7 M H Z

S S B (単側波帯の音声)無線機一式を自衛隊ヘリ コプターにより!兜職凸搬入し、

山形市との間で非常通信を実施した。 小国町への 2本の電礬す回線が復旧するまで

の 4 日間重要通信を確保したのである (甲 7 ) 。

く事例3 >

昭和4 7年 (1 9 7 2年) 7月、 岡山地方を襲った集中豪雨に際して、 中国電

力株式会社の要請で申立人 J A 4 A F T 中島修は非常通信を実施し、 災害の拡大

防止とその復旧に多大な成果をあげた (甲 8 ) 。

< 事例4 >

昭和5 1年 (1 9 7 6年) 1 0月 2 9日、 山形県酒田市で発生した大火で、 申立

人 J A 7 D R M斉藤勝尋は、 非常通信を実施、 町中が燃え上が り情報が混乱する

中、 的確な情報伝達に貢献した。 この時の模様西西田市の大火被災と復旧の記録

史にも収められている (甲 9 ) 。

< 事例5 >

平成7年 (1 9 9 5年) 1月 1 7日の阪神淡路大震災の時には、 電気、 ガス、 水

道等あらゆるライフ ･ ラインが寸断され、 また電輌舌、 ファクス、 インターネッ ト

等ほとんどの通信手段が途絶えた。 その中で、 申立人も含む多数のアマチュア無

線家たちの連絡網が有効な通信網として機能し、 情報伝達や人命の救助に大きな

貢献をしたのである (甲 1 0、 1 1) 。

< 事例6 >

諸外国では地区ボランティ ア、災害,救助にアマチュ ア無線の協力が不可欠なとこ

ろから常に密接な関係が持たれている。 2 0 0 4 年1 2月の スマトラ島沖大圭癲震

のときにはインドのアマチュア無線家運が大活躍した (甲 1 2 ) 。

2 0 0 5年アメ リカのフロリダをハリケーン ･カトリーナが襲った時アメ リカのア

マチュア無線家が大活躍した (甲 1 3 ) 。

< 事例7 >

防災における通信訓練は全国各地で様々 なレベルで自主的に行われている。 たと

えば、 ｢山ロ県赤十字アマチュア無線奉仕団｣ は山ロ県の防災総合訓練に参加 ･

協力している。 防犯総合訓練ではアマチュ ア無線も組み込まれており、 通信訓練

として V H F 帯や7M H z で、 県内外のアマチュア局と交信等がある。 こ の訓練

は、 山口県では年 1回であるが、 全国的に行われており、 団員には交信協力依頼

の知らせが届き、 可能な局は交信に協力している (甲 1 4 ) 。



日本は世界る坤翁だたる地震国 ･災害国であるが、 東海大地震などの災害に備え各都

道府県あるいは市町村など地方自治体では、 日本アマチュ ア無線連盟の支部や地

元のアマチュア無線クラブな どへ災害発生時の協力の要請ができるよう協定を締

結するなど、 非常時のアマチュア無線の有益性にますます注目が集まっている (甲

1 5、 http ://w湘J a r 1. o L .ip/Japa n e s e/2J oho/2‐失H1jo u/H1jo u , htm) 。

才 アマチュア無線は社会参加の有用な道具

アマチュ ア無線は、 年齢や鰯り、 国籍、 そして言語すらも超えたコミュニケ-
シ ョ ン ･ ツール (交引言手段) である。 アマチュア無線は、 国を越え、 年齢 ･摯甥-｣を

超え、 世界中の人と語り合えるもので、 インタ･-ネッ トのルーツともいうべきも

のである。

無線通信の-種類であるモールス通信 (電信) では、 世界共通の略符号を使う

ことによって互いの言語を越えた情報伝達が可能である。

また障害者 (特に視覚障害者) にとってアマチュア無彰腺は社会参加の有力な手

段である。 アマチュ ア無線の交討言はもちろん、 アマチュ ア無線に関連する活動を

通じて社会に参加し、 健常者と障害者の障壁を無くす社会作りに貢献している。

南極観測隊や国際崇宇宙ステーシ ョ ンなどiこもアマチュ ア;翳湶局が開設されるな

ど、 各方面で社会参加の道具として使われている。

今や世界はコ ンピュータそしてインターネッ ト社会となっている感があり、 無

線通信そのものが軽視される風潮がある。 確かに平和な正常時にはイ ンターネッ

トを中心とした情報手段が主流を占めるだろう。

しかしながら、 無線は字の如く 『線が無くても通信が出来｣ 、 しかも、 短波帯

を使刻ま、 比較的廉価で簡単な設備、 そして僅かな送信電力により通信が可能と

なる。 それは人類にとって最も基本的な通信手段であると言える。

私たちがその無線Eミ謝辞f翅術、 とくにづ短波通信そ翅術の研鑽をお座なりにしては、

通信の将来は悲渡りを迎えることになるのは明白であろう。 ｢短波放送くらいで殆

ど用途がない｣ と云う人もいるよう だが、 これは大きな誤解である。 短波だから

大西洋や太平洋を越えて直接通信できる。 東京- 大阪間ですら、 強力な中,継基地

が無ければ、 短波帯でしか無蝦通信は出来ないのである。

昨今ではパソコ ンと無職技術との融合も盛んとなっており、 無6線を通じてパソ

コ ンを学んだという高齢者も多い。 アマチュ ア無線の楽しみ方 ･ 関わり方の広が

り“潔他の趣味の追随を許さないものがある。 ちなみに、 アマチュア無線家のこと

をハム (H A M ) というが、 ハムは昔からキング ･ オブ ･ ホビー (K I N G O

F H O B B Y =趣味の王様) として多くの者に親しまれてきた。
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力 国際宇宙ステーショ ン上のアマチュア無線

アマチュア無線をめぐる最近の新たな動きとして、 A R I S S (Am a te旺 Rad1o

o n the In ter n a tio n a1 Spa c e Sta tio n) すなわち、 国際禁宇宙ステ ･ーシ ョ ン上のア

マチュア無聯良がある (甲 1 6 ) 。 国際薬宇宙ステーシ ョ ン (ISS) は、 地上からの高

度、 約 400蝿 で地球を周回する 108m × 88m の大型宇匍編設であり、 1998年から米

国、 ロ シア、 日本、 欧州、 カナダが共同で建設中の宇匍編設である。 この施設に

はすでに 3名の宇宙飛行士が 3 ~ 4 ヶ月交替で滞在しており、 この中にアマチュ

ア無線の免許を持っている人が多数いる。 アマチュア無線はこれら宇宙飛行士の

心理的安定を保つための要素の重要なひ とつとして、 N A S A (米国航空宇宙局)
を始め各国宇宙機関で活動が認められている。

A R I S S は、 ISS 上のアマチュア無線局の設備を開発 ･ 運用するためのプロ グ

ラムで、 ISS の共同開発国である米国、 ロ シア、 日本、 欧州、 カナダ他のアマチュ

ア無線家によって進められており、 その第一期のアマチュ ア無線局は、 既に ISS

上で輝爛されており、 宇宙飛行士は余暇の時間を使って地上のアマチュ ア無線局

と交信することができる。 これはアマチュ ア無線が単なる趣味蘇斗学技術撒て育上

の意義を超え、 宇宙の研究や開発の担い手である宇宙飛行士の大きな心の支えと

なっていることを示すものである (甲 1 7、 甲 1 8 )。

なお、 ARISS は、次のように九構成されている。 理事会 (Bo a rd)は 5つの地域 (米、

ロ、 日、 欧、 加) の国際アマチュア無線連盟 (I憊U) 加盟団体と鍋SAT地域団体

の代表で構成されている。

キ 『世界の窓｣ としての短波帯利用の意義

短波帯と呼ばれる無線周波数の帯域は、 アマチュア無線に限らず外交の窓とも呼

ぶべき貴重な電波帯である。 この周波数帯を使うこと々 こより、 日本から世界各国

.への溝報の発信が容易となる。 世界各国も同じように短波帯で情報を発信してい

る。 たとえば、 日本ではN H K ワールド ･ ラジオ ･ ジャ パンが日本語を含め、 2

2カ国語で我が国の情報を世界に放送している。 また 2 0 0 6年1 0月からは民

間団体 (特定失踪者問題調査諺≦) が北朝鮮にいる日本人粒教被害者への呼びかけ

を目的として ｢しおかぜ｣ という名称の放送局を運用しており、 現在は日本語を

含め 4 カ国語で放送を続けている (甲 1 9 ) 。 また、 日本向け放送としてはロ シ

ア、 アンデス (甲 2 0 ) 、 韓国、 中国など全1 8局から日本語放送がなされてお

り、 短波帯が国境の壁を越えた文化の交流にとって大変重要なものとなっている。

また、 小莚型ヨ ットによる単独大事Z鯛蘭斬や世界一周航海などの冒険は、 人々 に大

きな希望と夢を与えているが、 これらの′｣潴型ヨ ッ トにはアマチュア無艷湶機が積み
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込まれ、 安全維持と孤独感の軽減に貢献している。 P L G こより短波帯の通信 ･

放送の受信が困難になることば、 いわば世界からの孤立を意味すると言っても過

言ではない。

(2 ) P L C による麩渡妨害

かくも重要な社会的役割を果たしてきた我が国の短波帯アマチュア無線の文化

が、 今息絶えようとしている。 それは、
コ ンセントに接続されている電線に、 電流

(6 0 H z 文は 6 0 H z ) とは全く別の高周波の信号 (今回解禁されたのは 2 M H
z ~ 3 0 M H z ) を送受信すること々 こよって、 電線を介してインターネッ ト接続が

可能になる P L C が解禁されようとしていることによ,る。 現在発売が検討されてい

るのは、 P L C モデムという機器であり、 これをコ ンセントに差し、 電源コー ドを

P L C モデムに差して利用するものである。 すなわち、 通常は垣載原コー ドがコ ンセ

ントに差し込まれているところ、 この両者の間に、 P L C モデムを挟むこと-こよっ

て、 電線を流れてきた高周波信号をモデムで取り出し、 これをパソコ ン等に別途謎
信ずるわけである。

増曄来的には、 たとえばパソコ ンや家電製品の電源コー ドをコ ンセントに入れるだ

けで、 インターネッ ト接続が可能になるとされている (甲 2 1 ) 。

これが可能となれば、 一般蟻と庭において、 新たにインターネッ ト用の配線を施さ

なくても、 既存の電気酉説線を使用してネッ トワークが構築できるため、 その解禁を

求める声はかなり以前からあった。 その意味で、 このアイデアは、 決して最近にな

って出てきたものではない。

にもかかわらず、 この技術は長らく封印されてきた。 それは、 簡単に言刻ま、 電

線中に高周波信号を流した場合、 そこ から電波がま臟曳し、 他の電波利用を妨害する

おそれが極めて高いことが分かっ ており、 これに対する有効な対策ができなかった

からであった。

後記の総毬勢省令改正で、 今回、 屋内において 2 M H z ~ 3 0 M H z の短波帯を使

用する P L C が解禁されたが、 電凄ヱ癬卿こまる妨害のおそれは全く解決されていな

い。 そして、 この解禁によって、 最も大きな影響を被るのが、 同じ 2 M H z ~ 3 0

M H z の短波帯を使用してきたアマチュ ア無線通信なのである。

さらに、 影響はアマチュア無線のみにとどまらず、 同じ 2M H z ~ 3 0 M H z の

短波帯を使用してきたすべての活動に影響する。 その中には、 無鞭逓信を妨害する

太陽活動をモニターし宇宙天気予報を実施している電波天文、 国による事業免許の

元で放送している短波ラジオ、 重要な航空路である北太平洋路線をはじめとして陸

地から遠く離れた位置では短波が唯…の通信手段となる航空無線や海上遭難無線
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- G1oba 1 Man tim e Distr e s s a nd Safety System (GDMSS) 、 漏洩電波による誤動

作が人命の危機に直結する医療機器などもある。

(3 ) P L C に対する疑念と懸念

P L C に対して疑念と懸捻を示しているのは、 アマチュア無線家だけではない。

現に、 平成 18年 11月 9 日、 厚生労働省は、 P L C を解禁した総灌努省に対して、

｢P L C 機器による医療機器への影響が完全には否定できず、 医療機器によっては

誤作動を生じさせるおそれがある｣ として、 ｢医療機関及び居宅等の環境下におい

て P L C 機器と医療機器を併用する場合には安全対策上の措置を講ずるべき ことに

ついて、 取扱説明書等の媒体を用いて P L C 機器の購入者等に対し周知｣ するなど

の行政指導をする ことを求めた (甲 2 2 ) 。 さらに、 厚生労働省は、 同申し入れを

行ったことを、 各都道府県 (甲 2 3 ) 、 医薬品医療機器総合機構、 日本医師会 (甲

2 4 ) 、 日本医療機器産業連合会等に対しても通知した。

短波帯における電波天文観測は、 主として太陽や木星等が発する電波が研究対象

としており、 特に太陽からの短波帯電波の観測は、 宇宙天気予報として太陽爆発に

起因する無線通信障害を防止するために広く社会に役立てられている。 しかしなが

ら、 例え電波天文観測方鑑識の近傍で PLC が利用されなくとも、
′酷拝銘層で反射された

全国各地の PLCからの劼癬曳電波が集積して電波天文観測を不可能にするおそれが

PLC解禁の答申参考資料 (甲 2 5 ) の中で明らかになり、 我が国の電波天文学者か

ら、 強い懸念が示されている。

短波帯の航空無線は、 北太平洋海上など衛星経由の航空管制が困難な空域との管

制通信に利用されている。 これは地上の管制局との唯一の通信手段であり、 察蜂東し

た航空管制通信士によって、 信号強度が雑音強度の 1/4 でも交信可能であるほどの

技術をもって乗員 ･ 乗客の安全確保に寄与している。 この唯一の通信手段が奪われ

てしまえば、 乗員 ･ 乗客は大きな不安をもって飛行せざるを得なくなる。

(4 ) 本f鬮癪議申立ての概略

本件は、 P L C が 2 M H Z ~ 3 0 M H z の周波数を利用することに伴い、 これま

で同周波数を使用してアマチュア無線を行ってきた申立人らが、 P L C 機器による

!鰡言や儀電波妨害等によってアマチュア無鰄tを使用できなくなるおそれが極めて高く

なったことから、 同周波数を使用する P L C 機器について既になされた電波法施行

規則等が定める型式指定の取り消しを求めるものである。

申立人らの主張を要約すれば、

①申立人らアマチュ ア夕鸚線運用者は、 国から免許を取得し、 アマチュア無轆遊行.っ

てきた者であり、 アマチュア無銑線を従前同様行うことができる利益は、 通信の自由
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そのものとい うべきであり、 市民的及び赫政治的本鮴けろこ関する国際捌約1 7条、 憲法

1 3条汲び電波法上も保護されたものとい うべきであって、 法律上保護された利益

である (行政事件訴訟法第3 7条の 4 第3項、 4項、 第9条第2項) 。

②P L C 機器の製造 ･ 販売を放置すれば、 短波帯でのみ可能な遠距離アマチュア無

線が不可能となるかあるいは著しく困難な状況になるという重大な損害が生ずるお

それがある (同法第3 7条の 4第 1項) 。

③P L C の目的である屋内ネッ トワークは、 イーサネッ トケ- ブルを引く、無線洲
を利用する等、 現状でも利用できる他の方法によって、 副作用を生ずることなく、

容易かつ安価に構築することが可能である。 現に、 大多数の家庭では、 そのような

方法でのインターネッ ト接続が既に広く普及しており、 P L C を解禁しなければな

らない必要性 ･ 必然性がない (同法第3 7条の 4第2項) 。

④P L C 機器とアマチュア無線等との共存は、 現在の郷術では不可能であり、 P L

C機器の製造 ･販売を禁ずる以外に、アマチュア無線等の通信環境を維持するのに、

他に適当な方法はない (同法第3 7条の 4第 1項) 。

⑤ア 総洒努省は、 アマチュア無6線等他の無線通信を妨害するおそれのある技術を解

禁すべきではないことは、 電波法1 0 0条等の法令の規定から明らかであり、

イ 少なくとも、 他の無聯穰利用妨害を不可避的にもたらす大きな問題が解決され

ていない現状で P L C を解禁することるま、 総務大臣に与えられた裁量の範囲を超え

若しくは濫用となると認められる.べきである。

⑥以上の事情からすれば、 優に申立人らの異議申立てが認められるべきである。

以下に詳述する。

3 本件の前提となる技術的な事項

本件の P L C の問題を理解する上では、 電波及び電波法に関する知見が必要不可

欠である。 そこ で、 ごく簡単に電波の性質と電波法制について述べておく (参考と

して申 2 6 ) 。

(1 ) 電波の発見と利用

電波は、 電磁波、 すなわち、 電界と磁界が互いに影響し合いながら、 空間を光と

同じ早さで伝わっていく波のことである。

｢1 8 6 4年にマ ック スウェル (英) が、 空間には電気波と磁気波からなる一種

の流動するエネルギー (電磁波) が存箔庄することを理論的に提唱し、 1 8 8 8 年ヘ

ルツ (独) によって、 割こる試見えないが光と同一の法則を持つ乍電磁波が存在するこ

とが実験的に証明された島 そして、 1 8 9 5年、 マルコーニ (伊) が無難嬢電信を発

明し、 電波が実用に供されるよう にな,った｣ (甲 2 7、 小泉至明 ｢電波法要説｣ 第
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5版改訂版 1頁)
｢電波は光と同じ法則によって空間を伝搬するが、 その伝搬は、 定速度性、 直進

性、 拡散性をもち、 また毎秒3 0万キロメートル (地球7周半の距離) という高速

!性をもっている。 こうした特質から電波は通信用、 測位用、 放送用、 船舶や航空機

の航行用をはじめとし、 蔭嗽治、 経済、 水運、 文化、 教育、 産業、 個人生活等あらゆ

る面で利用されている。 ｣ (同)

(2 ) 無線通信の仕組み

無蝋通信は、 送信側と受信側が、 同じ周波数の電波を使用することによって成立

する。 例刻ま、 テレビ放送がその一種である。 放送局はある特定の周波数で電波を

送信し、 家庭のテレビやラジオはその周波数を受信すること“こまって、 映像や音声

を楽しめる。

アマチュア無線の場合は、 一つの設備に送信機能と受信機能がついており、 スイ

ッチ一つで送M言と受信の切り替えができるようになっている。 離執たところにある

アマチュア無線が通信できるのは、 同じ周波数に電波を合わせて、 送信と受信を繰

り返すことによって成立するのである。

(3 ) 電波の有限性一電波資源が稀少資源であること

｢利用可能な電波の周波数帯には限度がある。 ｣ (甲 2 7、 前掲小泉2 寅)

今回の P L C の問題を含めて、 電波東一用に関する問題の核心はここにある。

この点については、 憲法学上も、 放送の自由、 すなわち電波メディ アによる報道

の自由を巡っても議論されている。 放送番組に対しては放送法による規制がされて

いるが、 放送番組に対する公的規制を正当化する根拠として説かれてきた伝統的な

見解は ｢放送用電波は有限であり、 したが ,って放送に利用できるチャンネル数には

限度があるので、 立鰡言を防止しつつ稀少な電波を有効適切る珠=用するためには~ そ

れにふさわしい放送事業者を選瀕したり、 放送内容に対して一定の規律を課する必

要がある｣ というものであった (昔部 ｢憲法学皿 (増補版) ｣ 3 0 4貫)。

そこで、
『電波の利用にあたっては、 相互の!鰡言を防ぎ、 また利用の目的がよく

達せられるために、 高度の技術性と利用方法の統『性、 一定性が要求される。 ｣ (甲

2 7、 前掲小泉2 頁)
電波法が ｢電波の公平且つ能率的な利用を確保することるこよって、 公共の福祉を

増進することを目的と｣ している (電波法 1条) のも、 電波が有限の稀少資源であ

るということが基本的な前提疋とな .っている。

(4 ) 電波と条約

かかる電波の有限性、 希少性という性質は、 もちろん世界各国で共通である。
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そこで、 電波が!難言したり無線通信が妨害されることの無いよう、 国際電気通信

連合憲章及び国際電気通信連合第約が締結され、 約200ヵ国が参加する国際電気通

信連合が中心･となって、 電波利用のための取り決めを定めている。 我が国も国際電

気通信連合条約を批准すると共に、 国際電気通信連合の諸活動湖積極的に参加 ･ 貢

献している。

電波法3条はず電波に関し条約に別段の定があるときは、 その規定による。 ｣ と

規定し条錆約優先を明示しているが、 これは国境の壁がない電波の性質から言って、

各国で国際的な基準に基づかなしミ運用がなされた場合には、 その影響は国内にとど

まらず国際的な問題に発展するおそれがあることによるものであり、 条誘約に一括し

て国内法としての効力を承認する、 非常に珍しい法規定である。

電波は国境を容易に越えて伝搬するため、 国境を越えて起きうる無糠通信妨害の

防止については関係政府が個別に定める法令等によるのではなく、 上記国際電気通

信連合条約の付属文書である無線通信規則に従うこととされているのである。

電}魔法の対象たる電波

電波の区分には、 周波数 (1秒間に振動する回数による区分) とそれに対応す

る波長による区分がある。 その一例を、 一覧表に示す。

名称 略称 周波数 主な用途

超長波 VLF

(Ver y Lo w 牡equ en cの

3~

3〇kHZ

無線航行、 船舶移動通信

長波 LF

(Low F±equ en cy)

30~

3〇〇kHZ

航空移動通信、 無線航行

中波 瀞

(Medlu m Fr equ e n cy)

300~

30001dIz

ラジオ放送、 船舶通信、 無線航行

短波 鼾

(High 殴equ e n c y)

3~

3〇MHZ

短波放送、 アマチュア無線、 各種

移動通信、 国際逓信

超短波 濶
(Ver y High Fr equ e n cy)

30へ)

300MHz

F M ･ テレビ放送、 各種移動通信

ね鬘超短波 謄
(U1t譲 H1gh Fr equ en cy)

300 ~

3〇〇OMHZ

テレビ放送、 各種移動および固定

通信

センチ波 S艀

(Super HIgh Fr equ e n cy)

3~

30GHZ

衛星通信、 レーダー、 公衆通信、

電波天文

(5 )
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